
 
 
 

特記仕様書 

工事関係者以外不許複製 番号：全４葉の内１ 工事名：飛行場標識塗装その他工事 

 

第１ 工事概要 

   工 事 名：飛行場標識塗装その他工事 

   工事場所：航空自衛隊松島基地 

   工  期：契約締結日から令和８年１０月３１日まで 

   工事概要：松島基地飛行場主滑走路標識一部の研掃作業と標識塗装を行う工事 

 

第２ 共通事項 

 １ 仕様 

   本工事は、本特記仕様書及び図面によるほか、次の標準仕様書による。なお、特記 

仕様書の記載内容は、標準仕様書等の記載内容に優先するものである。また、これら 

の定めのない事項については、監督官との協議による。 

(1) 公共建築工事標準仕様書 

(2) 空港土木工事共通仕様書 

 ２ 立入制限 

   本工事のために基地内に入門する関係者は、指定された場所以外にみだりに立入り 

してはならない。 

 ３ 施工場所及び周辺の清掃 

   施工場所及び周辺の道路等は、工事によって発生した粉じん、飛散した土砂等を常 

に清掃する。 

 ４ 現場管理 

    施工中は、現場代理人が責任者となり、常に安全確保に留意し現場管理を行い、災 

害及び事故防止に努める。また、現場の安全衛生は、労働安全衛生法その他関係法令 

に従って行う。 

 ５ 事故等報告 

    災害及び事故が発生した場合は、人命の確保を優先するとともに二次災害の防止に 

努め、その経緯を監督官に報告する。 

６ 作業日及び作業時間 

   作業時間は平日の２１００～０６００、休日０８００～１７００とし、残業届出書 

を監督官に申請するものとする。 

 

 

 

 

 

 

７ 提出書類 

   提出書類は以下の表を基準とし、様式についての記載がない書類は、監督官が書式 

  を示す。 

提出時期 書類等名 備考 

開始前 現場代理人指名・変更通知書及び略歴書 要 

開始前 協議書 要 

開始前 工程表 要 

開始前 緊急連絡先一覧表 要 

開始前 施工体制台帳 要 

開始前 技能士通知書 必要時 

開始前 承認図、施工図等（任意様式） 否 

開始前 入門許可申請書 必要時 

開始前 仮設物設置申請書 必要時 

実施中 材料検査簿 要 

実施中 納品書、出荷証明書（任意様式） 否 

実施中 産業廃棄物管理票（写し） 要 

実施中 発生材通知書 否 

実施中 残業届出書 要 

実施中 火気使用申請書 必要時 

実施中 臨時立入申請書 必要時 

実施中 携帯型情報通信・記録機器持込み申請・許可書 否 

実施中 受領書 要 

完成時 写真台帳（任意様式） 要 

完成時 完成通知書 要 

完成時 引渡書 要 

完成時 機能性能試験成績書（任意様式） 否 

完成時 完成図、報告書等（任意様式） 否 

完成時 機器取扱い説明書等（任意様式） 否 

完成時 官公署届出書類（各官公署等の書式による。） 必要時 

 

 

 



工事関係者以外不許複製 番号：全４葉の内２ 工事名：飛行場標識塗装その他工事 

８ 写真 

  (1) 写真は、施工前、施工中、施工後、材料検査及び目視できない箇所の施工状況、 

   その他監督官の指示により撮影し、各１枚を台帳に整理し提出する。また、写真撮 

影は、定点、同一方向から撮影する。 

  (2) 検査に合格したのち、写真データは削除するものとする。 

９ 材料 

   使用する材料は、 JIS、JAS、JEC 及び JWWA 等の規格があるものは適合する新品と 

  する。また、規格指定があるものは当該規格品又は同等品以上とし、事前に品質及び 

  性能を有することの証明となる承認図等の資料を提出し、事前に監督官の承認を得る 

  ものとする。 

10 官公署その他への届出等 

  (1) 工事の着工、施工及び完成にあたり、関係官公署その他関係機関への必要な届出、 

手続等を遅滞なく行うこと。 

(2) 届出、手続等を行う前に、あらかじめ監督官に届出内容を報告するものとする。 

(3) 関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査において、必要な資機材、労務 

  等は契約相手方の負担により行うこと。 

11 産業廃棄物及び発生材の処理等 

(1) 本工事の施工により発生する産業廃棄物の処分（又は特定建設資材の再資源化に 

  係る処分）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

（又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成１２年法律第１０４号）） 

に基づいて適正に処分するものとする。また、産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

の写しを提出するものとする。 

(2)  金属類等監督官の指示する発生材に関しては、発生材通知書を作成し、監督官の 

指定する場所へ集積するものとする。 

12 完成検査 

(1) 以下の全ての要件を満たす場合に検査官が実施する。ただし、検査官及び監督官 

の事前承諾を得た場合は、産業廃棄物管理票の写し及びその他提出書類を事後提出 

とできるものとする。 

(2) 仕様書に示す全ての工事の完了 

(3) その他監督官が指示する事項 

13 関係書類の適正な管理 

  (1) 本仕様書及び写真等を、本工事に使用する目的以外で第三者に使用させてはなら 

ない。また、本工事の内容を漏洩してはならない。 

 (2) 契約相手方は、発注者から貸与された図面等を、施工完了後全て監督官に返納す 

るものとする。 

 

 

 

14 疑義その他 

  (1) 疑義が生じた場合、監督官と協議のうえ打合せ簿に協議内容を記録し、協議内容 

のとおり実施するものとする。 

  (2) 施工中は、他の工作物等に損害を与えないよう施工し、損害を与えた場合は、速 

やかに監督官に報告し、契約相手方の負担において復旧する。また、第三者等に損 

害を与えた場合は、速やかに監督官に報告し、契約相手方の責任において補償する 

ものとする。 

 

第３ 特記事項 

 １ 工事内容 

項目 数量 単位 備考 

標識塗装工    

 マーキング工 2980.8 ㎡  

マーキング消去工 2980.8 ㎡  

 ２ マーキング工 

(1) 材料 

    塗料（白）及びガラスビーズについては官給支給とし、余った材料については返 

納するものとする。また、やむを得ず希釈する場合の水についても官給支給とし、 

希釈率３％以内とする。 

(2) 塗装作業 

ア 塗装前は、清掃を確実に実施後、塗装を実施するものとし、マーキング消去を 

行った箇所は同一日に塗装を実施するものとする。 

イ 塗装後は、１時間以上の乾燥時間を設けるものとする。 

ウ ガラスビーズについては、塗装を行った箇所に均一に散布するものとし、付着 

しなかったガラスビーズは、塗料乾燥後確実に回収するものとする。 

エ 材料の散布量については、下記を基準とする。 

品名 散布数量 単位 備考 

塗料（白） 0.38 ℓ/㎡   ハードラインアクア#21 C-10 

ガラスビーズ 0.08 ㎏/㎡   ユニビーズ UB-108L 

３ マーキング消去工 

    マーキング消去工は、削取工法とし、既存標識が劣化または厚い箇所については、 

  重点的に研掃を行うものとする。また、マーキング消去工により発生した屑につい 

ては、産業廃棄物として処分するものとする。 
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